
■ ■ ■ ■ 住民税住民税住民税住民税のののの計算方法計算方法計算方法計算方法 H24年6月現在

① ① ① ① 均等割均等割均等割均等割　＝　　＝　　＝　　＝　市町村民税市町村民税市町村民税市町村民税　3,000　3,000　3,000　3,000円円円円　＋　　＋　　＋　　＋　都民税都民税都民税都民税　1,000　1,000　1,000　1,000円円円円

② ② ② ② 所得割額所得割額所得割額所得割額　＝　　＝　　＝　　＝　（ （ （ （ 所得金額所得金額所得金額所得金額　－　　－　　－　　－　所得控除額 所得控除額 所得控除額 所得控除額 ））））　　　　××××　　　　税率税率税率税率　－　　－　　－　　－　税額控除額税額控除額税額控除額税額控除額

　● 税率　・・・　10%　（10%　（10%　（10%　（市町村民税市町村民税市町村民税市町村民税　6% 　6% 　6% 　6% ・ ・ ・ ・ 都民税都民税都民税都民税　4%）　4%）　4%）　4%）

　● 税額控除額　・・・　調整控除調整控除調整控除調整控除、寄附金控除、配当控除、外国税額控除など

　　　　　　　　　　　　　　　　☆☆☆☆調整控除調整控除調整控除調整控除

　　　　　　ⅰ） 課税所得金額が200万円以下の場合

　　　　　　ア　人的控除額の差の合計額

　　　　　　イ　課税所得金額

　　　    　ⅱ） 課税所得金額が200万円超の場合

　　　　　　ア　人的控除額の差の合計額

　　　　　　イ　課税所得金額 － 200万円

　　

　　　　　　※ 調整額も、市町村民税 6 ： 都民税 4 の割合でそれぞれ控除

☆人的控除額一覧表

住民税住民税住民税住民税 所得税

普通 1万円1万円1万円1万円 26万円26万円26万円26万円 27万円

特別 10万円10万円10万円10万円 30万円30万円30万円30万円 40万円

一般 1万円1万円1万円1万円 26万円26万円26万円26万円 27万円

特例加算 4万円4万円4万円4万円 4万円4万円4万円4万円 8万円

1万円1万円1万円1万円 26万円26万円26万円26万円 27万円

1万円1万円1万円1万円 26万円26万円26万円26万円 27万円

一般 5万円5万円5万円5万円 33万円33万円33万円33万円 38万円

老人 10万円10万円10万円10万円 38万円38万円38万円38万円 48万円

一般 5万円5万円5万円5万円 33万円33万円33万円33万円 38万円

特定 18万円18万円18万円18万円 45万円45万円45万円45万円 63万円

老人 10万円10万円10万円10万円 38万円38万円38万円38万円 48万円

同居老親 13万円13万円13万円13万円 45万円45万円45万円45万円 58万円

12万円12万円12万円12万円 23万円23万円23万円23万円 35万円

38万超40万未満 5万円5万円5万円5万円 33万円33万円33万円33万円 38万円

40万以上45万未満 3万円3万円3万円3万円 33万円33万円33万円33万円 36万円

5万円5万円5万円5万円 33万円33万円33万円33万円 38万円

※上記以外にも、物的控除のうち、「生命保険料控除」と「地震保険料控除」の計算方法が所得税と異なります

寡婦控除

障害者控除

配偶者特別控除

同居特別障害者加算

基礎控除

勤労学生控除

寡夫控除

扶養控除

配偶者控除

人的控除額
人的控除人的控除人的控除人的控除のののの差差差差

　　　少ない方の金額 × 5％

　　　（ア － イ） × 5％　【最低額 2,500円】

※分離課税所得がある場合は所得割算出額を計算し、税額控除前に総合課税所得の所得割算出額と合算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課税所得金額課税所得金額課税所得金額課税所得金額（1,000（1,000（1,000（1,000円未満切捨円未満切捨円未満切捨円未満切捨てててて））））



■ ■ ■ ■ 住民税住民税住民税住民税のののの非課税基準非課税基準非課税基準非課税基準 H24年6月現在

1.　生活保護法による生活扶助を受けている場合

2.　障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合

　　　　　　 　(給与収入 204万4千円未満）

合計所得金額（※)

総所得金額等（※)

配・扶なし 配・扶なし 控除対象配偶者・扶養親族あり

350,000円以下

給与収入
1,000,000円以下

315,000円以下

給与収入
965,000円以下

280,000円以下

給与収入
930,000円以下

※総所得金額等 =　純損失・雑損失等の繰越控除後の(総所得金額 + 土地建物の譲渡所得 + 株式等の譲渡所得等 + 先物取引に係る雑所得等の金額 + 退職所得 + 山林所得)

※合計所得金額 =　純損失・雑損失等の繰越控除前の総所得金額等

均等割均等割均等割均等割、、、、所得割所得割所得割所得割ともにともにともにともに非課税非課税非課税非課税

控除対象配偶者・扶養親族あり

所得割所得割所得割所得割のみのみのみのみ非課税非課税非課税非課税均等割均等割均等割均等割、、、、所得割所得割所得割所得割ともにともにともにともに非課税非課税非課税非課税

3.　前年の が以下の場合

350,000円 × （1+控除対象配偶者+扶養人数）

+ 320,000円 以下　
給与収入

1,000,000円以下

　
350,000円以下

青梅市
福生市
昭島市

+ 189,000円　　以下

315,000円 × （1+控除対象配偶者+扶養親族）

+ 210,000円　　以下

1
級
地

2
級
地

3
級
地

日の出町
奥多摩町
檜原村 + 168,000円　　以下

羽村市
あきる野市

瑞穂町

280,000円 × （1+控除対象配偶者+扶養親族）

350,000円 × （1+控除対象配偶者+扶養親族）


